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　すべてのものが清らかで命輝く頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年１月17日、阪神・淡路
大震災から30年の大きな節目を迎えました。風化が懸念される中、震災から学んだ教訓を忘れることなく、内外に広
く発信し、地域や世代を超えて繋いでいくことこそ、震災を経験した私たちの責務であり、安全安心な社会の実現に向
け、さらなる努力を続ける決意を新たにしました。
　令和７年度の県政は、震災の経験や教訓を活かし繋ぐ防災・危機管理対策の充実・強化をはじめとした①誰も取
り残さない安全安心な兵庫、②若者が輝く兵庫、③活力がわきあがる兵庫、④県政運営基盤の構築の４つの柱で施
策展開し、一人ひとりが輝いて調和をもって活躍できる兵庫づくりをさらに進めていきます。
　震災からの創造的復興の過程では、人と人の絆の大切さ、そして県民の声を行政に届けることの必要性を身に染みて感じました。私の活動
の柱は「介護・子育て・福祉・医療に全力投球！」です。これからも現場第一主義に、そして時代の変化に対応しながら、その活動の中で国連Ｓ
ＤＧｓが掲げる「誰一人として取り残されることのない社会」の実現を灘区から目指してまいります。引き続きご支援・ご指導を賜りますようお
願い申し上げます。
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誰一人として取り残されることのない兵庫へ！誰一人として取り残されることのない兵庫へ！
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令和７年度県当初予算　総額４兆5,150億円

※カッコ内は対前年度比

地方公共団体が一定の行政サービスを
提供できるよう、一定の合理的な基準
によって国が再配分するお金特定の事業の財源として

国が交付するお金

地方公共団体が一定の行政サービスを地方公共団体が一定の行政サービスを地方公共団体が一定の行政サービスを

その他の収入6,596億円
28.0％ （△10.6％） 県税等9,982億円

42.3％(+8.9%)

地方交付税等
3,548億円

15.0％(△1.6%)

一般会計

歳　　入
２兆3,582

億円
（+0.8％）

地方特例交付金等
320億円

1.4％(△24.8%)

国庫支出金 1,830億円
7.8％ （+7.7%）

県債 1,305億円
5.5％ （+16.7％）

県民税や事業税など、
県に納められる税金

公共施設や道路の整備などの
資金を調達するため、国や銀行
などから長期にわたり借り入れるお金

県税の延滞金や預金利子、
県からの貸付金の元利償還金など、
他の収入科目に含まれない収入

商工費5,154億円
21.9％ （△16.9％）

土木費１,368億円
5.8％ （+1.7％）

警察費１,442億円

6.1％ （+2.6％）

教育費３,973億円
16.8％ （+5.1％）

一般会計

歳　　出
２兆3,582

億円
（+0.8％）

災害復旧費ほか 107億円
0.5％ （△2.7％）

公債費2,777億円
11.8％ （+2.7％）

総務費3,067億円
13.0％ （+24.2％）

民生費3,891億円
16.5％ （+3.2％）

衛生費701億円
3.0％ （△9.0％）

労働費53億円
0.2％ （+2.7％）

農林水産費 1,018億円
4.3％ （+35.7％）

議会費26億円
　0.1％ （+0.8％）

社会福祉、児童福祉に関わる
給付金や施設整備、運営など
に使うお金

中小企業の育成や企業誘致など、
商業や工業の振興に使うお金

財産管理や税務など県の
運営全般に使うお金

県立学校や図書館
の運営管理や整備
などに使うお金

国や銀行などから借りた
県債（借金）の返済に
使うお金

一 般 会 計  2 兆 3,582 億円
特 別 会 計 1兆 7,953 億円
公営企業会計 3,615 億円
総　　額 4兆 5,150億円
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　県の少子対策・子育て支援等に関する取組を総合的かつ体系的に定めた「ひょうご子ども・子育て
未来プラン」が、こども基本法 (R5.4) の制定や、県子ども・子育て会議、県議会等での意見を踏まえ
て改定されました。計画期間は 2025（令和７）年度～ 2029（令和 11）年度です。

① 若者の経済的基盤の安定とライフデザイン構築▶奨学金返済への支援、プレコンセプションケアの普及啓発、学びやすい教育環境の整備　等
② 結婚・妊娠・出産の希望が実現できる切れ目のない支援▶出会いの機会の創出、不妊治療等への支援、妊娠・出産期における相談や支援の充実　等　
③ 乳幼児教育・保育と子育て支援の充実▶保育の受け皿の充実、持続可能な教育・保育体制の確保、地域における子育て支援　等
④ 子どもと子育てに温かい地域社会づくり▶放課後児童クラブの拡充、子ども・若者の意見表明機会の創出、安全・安心な子育て環境づくり　等
⑤ 子育てと仕事の両立支援▶多様な働き方の推進、女性の採用や職域の拡大、男性の育休取得の促進　等
⑥ 特別な支援が必要な子どもや家庭への支援▶児童虐待の予防・防止対策、ケアリーバー支援、ヤングケアラー支援、ひきこもり対策　等

安心して楽しく子育て
できると思う人の割合 待機児童数 合計特殊出生率 出生数

60.0％以上（2029 年） 期間中、早期に 0を達成 2024 年見込の 1.27を維持 15 万人（期間中合計）

基本理念 　誰もが安心して子育てでき、全ての子どもが健やかに育つ兵庫の実現

第369回12月定例県議会　一般質問を行いました
　第369回12月定例県議会で一般質問に立ちました。「新しい働き方推進プランの更なる推進」「女性の安全・安
心を守る取り組み」「子どもたちの安心・安全な居場所づくり」の３項目６問について、現状や課題等を踏まえて今
後の取り組みを提言し、令和７年度予算編成への反映など一層の事業展開を求めました。

①男性職員による子育て参加の促進について  
北浜 県庁の新しい働き方を推進するプランが策定されました。具

体の方策として、男性職員が安心して子育てに参加ができるよう、育児
休暇取得率向上に向けた対策は？
知事 男性の育休取得者の不安解消に向けた経験者による相談体

制の整備など、きめ細やかな取組を実施しています。今後も、国や他府
県の状況、職員の声も踏まえつつ、職員の仕事と家庭の両立を行える休
暇制度についても研究を進めてまいります。

①災害時における女性被害防止対策 
北浜 災害という非常事態下における女性への対策はまだまだ不

十分です。まず、避難所における女性被害や女性の意見などをしっかり
と捉え対策を講じていくことが必要です。
防災監 女性の視点からの取組を進め、避難所における安全・安心

で良好な、そして意見が言える生活環境の確保に努めます。
②女性被害に対する抑止対策  
北浜 配偶者間における暴力の被害者の多くは女性です。県内にお

けるこれらの女性被害に対する抑止対策について伺います。
警察本部長 ＤＶ事案は事態が急展開をして重大事案に発展する

おそれがあり、生活安全部門と刑事部門が、相談認知の段階から共同

北浜 心に傷を、体に傷を負った子供たちを保護する児童養護施設
の職員の方々が大変不足しています。これは大きな問題です。国に制度
改善を県からしっかり訴え、兵庫の子供たちが安全、安心して過ごすこ
とができる居場所づくりをつくっていただきたい。
知事 質の高い安定した施設運営のため、運営基準の改定や要綱

の見直しについて、国にしっかりと要望します。県では入所児童が大学

　Q1.  「新しい働き方推進プラン」の更なる推進について

　Q2.  女性の安全・安心を守る取り組み

　Q3.  子どもたちの安心・安全な居場所づくり

ような対策を講じ、県庁が魅力ある職場とする取組は？
知事 新たに職員の職場への愛着心や貢献意欲を測るエンゲージ

メント調査を実施しました。今後、調査結果を分析し、全ての職員がモ
チベーション高く働ける環境を整えます。

② 働き方改革を通じた魅力ある職場
づくり  
北浜 若者から選ばれる兵庫にな

るため、働き方改革の観点から、どの

で事情を聴取、さらに、警察本部が確実に関与して、事案の危険性、切
迫性を判断し、被害者の安全確保を最優先とした対応を徹底しており
ます。
③ 困難な問題を抱える女性が安心して生活していくための支援  
北浜 ＤＶ防止法は、防止と保護の法律であり、その後の生活再建

への支援は不十分です。困難な問題を抱える女性たちが安心して生き
られる社会に向けて、居場所づくりを含め、支援の充実を早急に実施さ
れるよう求めます。
副知事 相談支援の強化充実、シェルター等の安全確保、支援体制

の確立、関係機関・民間との連携・協働、教育・啓発の推進等を柱とする
基本計画を策定し、問題を抱える女性の自立に様々な施策を総合的に
推進しています。今後も更なる支援を進めます。

生との語り合いや自然体験などの交流事業を実施しています。自立支
援相談・交流拠点も開設しました。今後も施設と連携し、子供に寄り添っ
た安全安心な居場所づくりに取り組みます。

ひょうご子ども・子育て未来プランを改定

数値目標

推進方策
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